
資料２－１ 

 
「地方独立行政法人山口県立病院機構中期目標（案）」に対する意見及び対応案 

 

１ 意見の募集期間 

    平成２２年１０月５日（火）から平成２２年１１月４日（木）まで 

 

２ 意見の件数 

  ６名、８件 

 

３ 意見の内容と対応案 
 

 番号  意見の内容  意見に対する対応案 

 【第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関するもの】 

  １   経営重視となり、救急や災害、感染 

 症などの不採算医療が実施されなくな 

 るおそれがある。 

  第２の１の（１）において、法人が 

 救急や災害などの不採算医療を提供す 

 ることを明記しています。 

  また、地方独立行政法人制度のもと、 

 県は、不採算医療に要する経費などを 

 負担することを前文に明記していま 

 す。 

  ２   職員を他の医療機関に派遣し、地域 

 医療を支援するのは良いことだが、県 

 立病院の医療の質が低下しないよう配 

 慮して欲しい。 

  御意見の視点は重要と考えますの 

 で、職員派遣については、法人の人事 

 労務制度の構築過程において十分検討 

 してまいります。 

 【第３ 業務運営の改善及び効率化に関するもの】 

   ３   良質な医療の提供と良好な経営状況 

 を両立させるためには、役員はもとよ 

 り、職員の前向きな改善活動が不可欠。 

 職員の経営参画を促進するような取組 

 について記述するべきではないか。 

  御指摘の点は、第３の１において「効 

 果的な経営体制」に含めて、考えてお 

 りましたが、趣旨を明確にするため、 

 次のとおり文言を追加します。 

  なお、今後、中期計画の作成に向け 

 て、具体的方策について検討してまい 

 ります。 

 第３の１ 経営体制の確立 

 「…とともに、県立病院機構内部にお 

 ける権限配分の適正化や職員の病院運 

 営に対する意識の醸成を図るなど効果 

 的な経営体制を確立すること。」 

 【第４ 財務内容の改善に関するもの】 

  ４   黒字経営は大切だが、職員のために 

 も、魅力ある病院づくりを進めて欲し 

 い。 

  高い倫理観のもと、県民に一層信頼 

 され、職員が誇りを持って働ける魅力 

 ある県立病院として、県内の模範とな 

 ることを県が期待していることを前文 

 に明記しています。 

  また、第５の２において、働きやす 

 い職場環境づくりを進めることを明記 

 しています。 



  

 番号  意見の内容  意見に対する対応案 

 【第５ その他業務運営に関する重要事項に関するもの】 

  ５   数値目標を設定することになってい 

 るが、職員に過度の負担を強いること 

 にならないか。医療の安全性が手薄に 

 なることが心配である。 

  中期計画において数値目標を設定す 

 ることを指示するのは、法人自らが適 

 切な水準を目指して、業務運営に当た 

 ることが、提供する医療の質の向上に 

 つながるものと考えているためです。 

  職員の就労環境及び医療に関する安 

 全性の確保については、第５の２及び 

 第２の１の（４）に明記しています。 

 【その他全般的な事項】 

  ６   県立病院がその役割を継続して発揮 

 できるように県が責任をもって法人に 

 財政的措置を行う必要がある。 

  地方独立行政法人制度のもと、県は、 

 不採算医療に要する経費などを負担す 

 ることを前文に明記しています。 

   ７   県は、不採算医療に必要となる経費 

 を確実に負担して欲しい。 

 NO.６に同じ 

   ８   地方独立行政法人というのは、民営 

 化ではないか。県立病院でなくなるこ 

 とが不安である。 

  地方独立行政法人は、民間の主体に 

 委ねた場合には必ずしも実施されない 

 おそれがある事業を効率的かつ効果的 

 に実施するために県が設立するもので 

 あり、民営化ではありません。引き続 

 き、県立病院としての役割を果たして 

 まいります。 
 
 

  




